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福井市　建設部 監理課

　電話番号 0776-20-5555 ｜ ファクス番号 0776-20-5563

〒910-8511　福井市大手3丁目10-1　市役所本館4階 

　業務時間 平日8:30～17:15

オンライン申請手順

警察への道路使用許可書は直接、福井警察署または福井南警察署に提出してください。

また、道路一時使用届は、許可申請書ではないため、こちらからの返却物はありません。！

？ ご不明な点がございましたら、監理課までお気軽にお問い合わせください。

道路一時使用届道路一時使用届道路一時使用届についてのについてのについての

道路一時使用届について、オンラインによる申請が可能となりました。

窓口に来庁せずに申請できますので、下記の手順をご確認のうえ、ご利用ください。

※道路一時使用届とは、工事、祭り、撮影などで、市道を一時的に使用する際の手続きです。

申請手続き申請手続き申請手続き
ででで もっともっともっと 手軽に手軽に手軽にオンラインオンラインオンライン

＼申請はコチラ／

https://shinsei.efukui.lg.jp/

SksJuminWeb/EntryForm?

id=4G31VcX7

ご案内ご案内ご案内
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